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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　式Ｉによる２種類の構造単位ＡおよびＢ：
【化１】

［式中、
Ｒ1、Ｒ2は、（Ｃ1～Ｃ4）アルコキシ基を表し、
Ｒ3は、直鎖または分枝（Ｃ1～Ｃ20）アルキル基を表し、
ｎは、１～８に等しく、
ｏおよびｐは、それぞれ１～４０の正の整数であり、ｐ／ｏが０.２／１～６／１に等し
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い］から形成されるオリゴマーオルガノシランの製法において、構造タイプＩおよびＩＩ
：
【化２】

［式中、
Ｒ１、Ｒ２は、（Ｃ１～Ｃ４）アルコキシ基を表し、
Ｒ３は、直鎖または分枝（Ｃ１～Ｃ２０）アルキル基を表し、
ｎは、１～８に等しく、
Ｒ４は、（Ｃ１～Ｃ４）アルコキシ基であり、ここでＲ４は同一であっても異なっていて
もよい］のモノマー化合物を混合し、次いでコオリゴマー化し、ここで、該コオリゴマー
化の際に、水を添加し、溶剤としてエタノールを使用し、かつ該コオリゴマー化を酸性触
媒を用いて触媒するためにメタノールを添加することを特徴とする方法。
【請求項２】
　構造タイプＩの化合物としてメルカプトプロピルトリエトキシシランを使用することを
特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　構造タイプＩＩの化合物としてプロピルトリエトキシシランを使用することを特徴とす
る、請求項１に記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、オリゴマーオルガノシラン、その製法ならびに使用に関する。
【０００２】
硫黄含有オルガノシリコン化合物、例えば３－メルカプトプロピルトリメトキシシランま
たはビス－（３－[トリエトキシシリル]－プロピル）テトラスルファンを、シランカップ
リング剤として、または特に自動車用タイヤのトレッドおよびその他の部品等の酸化物を
充填したゴム混合物中の補強用添加物として使用することが知られている（ＤＥ２１４１
１５９、ＤＥ２２１２２３９、ＵＳ３９７８１０３、ＵＳ４０４８２０６）。
【０００３】
ゴム混合物は、ＥＰ０７８４０７２Ａ１から公知であり、これは充填剤としてのケイ酸と
、混合によって製造されるかまたはその場での反応生成物として製造される補強用添加物
とを含有する少なくとも１種のエラストマー、および少なくとも１種の機能性ポリオルガ
ノシロキサン化合物をベースとし、他の成分として機能性オルガノシランを含有する。モ
ノマー構成単位として、特に３－メルカプトプロピルトリアルコキシシランまたはビス（
トリアルコキシシリルプロピル）テトラスルファンを使用し、それぞれ３～６個のアルコ
キシ置換基を有する。
【０００４】
オルガノシランと沈降ケイ酸等の充填剤とを含有するゴム混合物を製造するに際し、例え
ば密閉式混合機中で行う最初の混合工程で、化学反応を起こす。この化学反応にはオルガ
ノシランと充填剤との縮合が含まれ、この際、相当量のアルコール放出が伴われる。除去
されたアルコールは、ゴム混合物を更に加工する際に、例えば押出時の混合物の多孔性ま
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たはゴムそれ自体での不所望な気泡の成形といった、ある程度の深刻な技術的問題を生じ
る。さらに、健康および環境の理由からも、反応時のアルコール放出の減少が望まれてい
る。
【０００５】
従来のモノマー硫黄－含有オルガノシリコン化合物に代えてオリゴマーオルガノシランポ
リスルファンを使用することにより、これらの欠点を大幅に回避できることは公知である
。
【０００６】
異なる構造単位Ａおよび／またはＢおよび／またはＣより形成されるオリゴマーオルガノ
シランは、ＥＰ０９６４０２１から公知である：
【０００７】
【化３】

【０００８】
公知のオリゴマーオルガノシランの欠点は、ゴム混合物中での補強挙動が弱いことである
。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の課題は、ゴム混合物中で向上した補強特性を示しかつオリゴマー化によって混合
過程およびその後の加工工程でのエタノールの放出を減少させるようなオリゴマーオルガ
ノシランを製造することである。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
本発明は、以下の式Ｉで示される２種類の構造単位ＡおよびＢから形成されることを特徴
とする、オリゴマーオルガノシランを提供する：
【００１１】
【化４】
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【００１２】
式中、Ｒ１、Ｒ２は、（Ｃ１～Ｃ４）アルコキシ基、有利にはメトキシまたはエトキシ基
を表し、
Ｒ３は、直鎖または分枝（Ｃ１～Ｃ２０）アルキル基、有利にプロピル、オクチルまたは
ヘキサデシル基を表し、
ｎは、１～８に等しく、有利には３であり、
ｏおよびｐは、それぞれ１～４０の正の整数を表し、
ただしｐ／ｏは０.２／１～６／１に等しい。
【００１３】
Ｒ３＝Ｃ１～Ｃ５の場合、ｐ／ｏは有利に２／１～５／１であってよく、
Ｒ３＝Ｃ６～Ｃ８の場合、ｐ／ｏは有利に０.５／１～３／１であってよく、
Ｒ３＝Ｃ９～Ｃ２０の場合、ｐ／ｏは有利に０.２／１～２／１であってよい。
【００１４】
オリゴマーオルガノシランは特定の分子量を有する単独の化合物として存在しても、分子
量の分布したオリゴマー混合物として存在してもよい。
【００１５】
オリゴマーオルガノシランは、２００～１６０００ｇ／モルの分子量を有してよい。本発
明のオリゴマーオルガノシランは有利に４００～５０００ｇ／モルの分子量を有してよい
。
【００１６】
本発明はまた、構造タイプＩおよびＩＩ：
【００１７】
【化５】
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【００１８】
[式中、
Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３およびｎは前記の意味を有し、
Ｒ４は、（Ｃ１～Ｃ４）アルコキシ基、有利にはメトキシまたはエトキシ基を表し、ここ
でＲ４は同一であるかまたは異なっていてよい]のモノマー化合物を混合し、次いでコオ
リゴマー化することから成る、本発明のオリゴマーオルガノシランの製法を提供する。
【００１９】
ここで、任意構造のオルガノシリコン化合物や２種類の構造単位から成る様々な長鎖の化
合物も、前記構造タイプＩおよびＩＩの範疇で形成できる。
【００２０】
コオリゴマー化反応を、溶剤中でかつ／または場合により触媒の助成により、０℃～１５
０℃の範囲の反応温度で実施してよい。
【００２１】
構造単位Ｉのオルガノシリコン化合物として、メルカプトプロピルトリエトキシシラン、
メルカプトプロピルトリメトキシシランまたはメルカプトプロピルメチルジエトキシシラ
ンを使用してよい。
【００２２】
構造単位ＩＩのオルガノシリコン化合物として、プロピルトリエトキシシラン、プロピル
トリメトキシシラン、プロピルメチルジエトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン、オ
クチルトリエトキシシラン、オクチルトリメトキシシラン、ヘキサデシルトリエトキシシ
ランまたはヘキサデシルトリメトキシシランを使用してよい。
【００２３】
水を添加し、本体または有機溶剤またはそれらの混合物、例えば芳香族溶剤、例えばクロ
ロベンゼン、ハロゲン化炭化水素、例えばクロロホルム、塩化メチレン、エーテル、例え
ばジイソプロピルエーテル、ｔｅｒｔブチルメチルエーテル、テトラヒドロフランまたは
ジエチルエーテル、アセトニトリルまたはカルボン酸エステル、例えばエチルアセテート
、メチルアセテートまたはイソプロピルアセテート、アルコール、例えばメタノール、エ
タノール、ｎ－プロパノール、ｉ－プロパノール、ｎ－ブタノール、ｓｅｃブタノールま
たはｔｅｒｔブタノール中でアルコールを放出することにより、コオリゴマー化を実施す
る。有利な溶剤はエタノールまたはエチルアセテートである。
【００２４】
反応は触媒されてよい。触媒は触媒量または理論量で添加されてよい。ここで、アルコキ
シシランのゾルゲル化学（例えばR. Corriu, D. Leclercq, Angew. Chem. 1996, 108, 15
24～1540参照）から当業者に公知の、全ての種類の酸性、塩基性または中性触媒もまた、
本発明のオリゴマー化に好適である。触媒は反応溶液と同一の相に存在しても（均質触媒
）、固体として存在してもよく（不均質触媒）、反応終了後に分離される。
【００２５】
触媒作用に、酸性、塩基性または中性触媒を使用できる。
【００２６】
塩基性の触媒作用は、例えば有機塩基、例えばトリエチルアミン、テトラメチルピペリジ
ン、トリブチルアミンまたはピリジンで、または無機塩基、例えばＮａＯＨ、ＫＯＨ、Ｃ
ａ（ＯＨ）２、Ｎａ２ＣＯ３、Ｋ２ＣＯ３、ＣａＣＯ３、ＣａＯ、ＮａＨＣＯ３、ＫＨＣ
Ｏ３、またはアルコラート、例えばＮａＯＣＨ３またはＮａＯＣ２Ｈ５で実施してよい。
【００２７】
中性の触媒作用は、酸化アルミニウムまたは好適なフッ化物、例えばフッ化アンモニウム
、フッ化ナトリウム、フッ化カリウム、または任意のテトラアルキルアンモニウムフッ化
物、例えばテトラブチルアンモニウムフッ化物で実施してよい。
【００２８】
酸性の触媒作用は、希釈した水性鉱酸またはルイス酸水溶液で実施してよい。
【００２９】
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例えばテトラブチルオルトチタネートをルイス酸として使用してよい。
【００３０】
触媒作用は有利に希釈ＮａＯＨ水溶液またはフッ化アンモニウム水溶液で実施され、ここ
で、使用する水の量に対して１モル％の触媒を使用する。
【００３１】
触媒作用の目的に合致した量のメタノールを添加する。
【００３２】
反応条件、特に添加する水の量を選択し、反応生成物が重縮合して固体を形成しないよう
にする。
【００３３】
反応終了後、容易に揮発する成分を除去し、触媒を常用の方法で不活性化するかまたは除
去する。
【００３４】
本発明はまた、ゴム、充填剤、例えば沈降ケイ酸、場合により別のゴム用補助物質、なら
びに少なくとも１種の本発明のオリゴマーオルガノシランを含有するゴム混合物を提供す
る。
【００３５】
本発明のオリゴマーオルガノシランを、使用するゴムの量の０.１～１５質量％の量で使
用してよい。
【００３６】
本発明のオリゴマーオルガノシランの添加および充填剤の添加を、有利に１００℃～２０
０℃の溶融温度で実施してよい。しかし、添加を引き続き例えば別のゴム用補助物質と一
緒に低温（４０℃～１００℃）で実施してもよい。
【００３７】
オリゴマーオルガノシランを、純粋形で、または不活性有機または無機キャリアーに担持
した形で、混合工程に添加してよい。有利なキャリアー材料は、ケイ酸、天然または合成
シリケート、酸化アルミニウムまたはカーボンブラックである。
【００３８】
充填剤として、以下の物質を本発明のゴム混合物に使用してよい：
－カーボンブラック：本願で使用するカーボンブラックは、フレームブラック、ファーネ
スブラックまたはガスブラック法により製造され、２０～２００ｍ２／ｇのＢＥＴ表面積
を有し、例えばＳＡＦ、ＩＳＡＦ、ＨＳＡＦ、ＨＡＦ、ＦＥＦまたはＧＰＦカーボンブラ
ックである。カーボンブラックは、任意に例えばＳｉ等のヘテロ原子を含有してもよい。
【００３９】
－高分散ケイ酸、ケイ酸塩溶液の沈澱またはハロゲン化ケイ素の炎加水分解（flame hydr
olysis）により製造され、５～１０００ｍ２／ｇ、有利には２０～４００ｍ２／ｇの比表
面積（ＢＥＴ表面積）を有し、１０～４００ｎｍの一次粒度を示す高分散ケイ酸。ケイ酸
は場合により、他の金属酸化物、例えばＡｌ、Ｍｇ、Ｃａ、Ｂａ、Ｚｎおよびチタンの酸
化物との混合酸化物として存在してもよい。
【００４０】
－合成シリケート、例えばアルミニウムシリケート、アルカリ土類金属シリケート、例え
ばマグネシウムシリケートまたはカルシウムシリケートで、これは２０ｍ２／ｇ～４００
ｍ２／ｇのＢＥＴ表面積および１０～４００ｎｍの一次粒子直径を有する。
【００４１】
－天然シリケート、例えばカオリンおよび他の天然のケイ酸。
【００４２】
－ガラス繊維およびガラス繊維製品（マット、ストランド）または巨大ガラススフィアー
。
【００４３】
２０～４００ｍ２／ｇのＢＥＴ表面積を有するカーボンブラックまたはケイ酸塩溶液の沈
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澱により製造される高分散ケイ酸を、ゴム１００質量部に対してそれぞれ５～１５０質量
部の量で使用するのが有利である。
【００４４】
前記充填剤を単独でまたは混合物として使用してよい。この方法の特に有利な形態におい
て、混合物を製造するために、ゴム１００質量部に対して透明充填剤１０～１５０質量部
を、場合によりカーボンブラック０～１００質量部、および本発明のオリゴマーオルガノ
シラン化合物０.３～１０質量部と一緒に使用するのが有利である。
【００４５】
天然ゴムに加えて、合成ゴムも本発明のゴム混合物を製造するのに好適である。有利な合
成ゴムは例えばW. Hofmann, Kautschuktechnologie, Genter Verlag, Stuttgart 1980に
記載される。このようなゴムには、特に
－ポリブタジエン（ＢＲ）
－ポリイソプレン（ＩＲ）
－スチレン含量が１～６０質量％、有利に２～５０質量％である、スチレン／ブタジエン
コポリマー（ＳＢＲ）
－イソブチレン／イソプレンコポリマー（ＩＩＲ）
－アクリロニトリル含量が５～６０質量％、有利に１０～５０質量％である、ブタジエン
／アクリロニトリルコポリマー（ＮＢＲ）
－部分的に水素化されたまたは完全に水素化されたＮＢＲゴム（ＨＮＢＲ）
－エチレン／プロピレン／ジエンコポリマー（ＥＰＤＭ）
およびこれらのゴムの混合物である。－５０℃を上回るガラス転移温度を有するアニオン
性重合Ｌ－ＳＢＲゴムおよびそのジエンゴムとの混合物が自動車タイヤの製造に特に好適
である。
【００４６】
本発明の加硫ゴムはさらに、ゴム産業において公知のゴム用補助物質、例えば反応促進剤
、老化防止剤、熱安定剤、光安定剤、抗オゾン化物質、加工補助物質、可塑化剤、粘着剤
、発泡剤、染料、顔料、ワックス、増量剤、有機酸、阻害剤、金属酸化物および活性化剤
、例えばトリエタノールアミン、ポリエチレングリコール、ヘキサントリオールを含有し
てよい。
【００４７】
ゴム用補助物質は、特に用途によって決定される公知の量で使用される。常用量は、ゴム
に対して例えば０.１～５０質量％である。硫黄または硫黄供与物質を架橋剤として使用
してよい。本発明のゴム混合物はさらに加硫促進剤を含有してよい。好適な加硫促進剤の
例は、メルカプトベンゾチアゾール、スルフェンアミド、グアニジン、チウラム、ジチオ
カルバメート、チオウレア及びチオカルボネートである。加硫促進剤および硫黄を、ゴム
に対して０.１～１０質量％、有利に０.１～５質量％の量で使用する。
【００４８】
本発明のゴム混合物の加硫を、任意に１０～２００ｂａｒの圧力下に１００℃～２００℃
、有利には１３０℃～１８０℃の温度で実施してよい。ゴムと充填剤、場合によりゴム用
補助物質および本発明のオリゴマーシラン（Ｉ）の混合を、ローラー、密閉式混合機およ
び混合－押出機等の公知の混合装置中で実施してよい。
【００４９】
本発明のゴム混合物は、成形品の製造、例えば空気タイヤ、タイヤトレッド、ケーブル外
装、ホース、駆動ベルト、コンベヤーベルト、ローラーコーティング、タイヤ、靴底、シ
ールリングおよび防震部材の製造に好適である。
【００５０】
本発明のオリゴマーオルガノシランは、低い転がり抵抗（ｔａｎδ６０℃との相関）、改
良された耐摩耗性、改良されたスコーチ挙動および高い強化係数（Ｍ３００／Ｍ１００）
を示す。
【００５１】
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実施例
オリゴマーオルガノシランポリスルファンの製造
実施例１：
３－メルカプトプロピルトリエトキシシラン（ＭＰＴＥＳ、Dynasylan 3201、Degussa AG
）９２.０ｇ（０.３８ｍｏｌ）、プロピルトリエトキシシラン（ＰＴＥＳ、VP Si 203、D
egussa AG）４１２.０ｇ（２ｍｏｌ）、水５１.８ｇ、エタノール１３２.０ｇ、メタノー
ル５.０ｇおよび塩酸（３７％）０.２ｇ、を１ｌの丸底フラスコ中で攪拌しながら混合す
る。次いでロータリー蒸発装置を用いて真空中で溶剤を除去する。容易に揮発する成分を
、その後の乾燥において、真空中で除去する。３.９４％の硫黄含量を有する生成物が得
られる。
【００５２】
ＥＰ０９６４０２１の比較例１：
ビス－（３－[トリエトキシシリル]－プロピル）テトラスルファン（ＴＥＳＰＴ、Si 69
、Degussa AG）１３３ｇ（０.２５ｍｏｌ）およびプロピルトリエトキシシラン（ＰＴＥ
Ｓ）４４.０ｇ（０.２１ｍｏｌ）を、テトラブチルオルトチタン１ｍｌと一緒に、５００
ｍｌの丸底フラスコに８０℃で攪拌しながら導入する。Ｈ２Ｏ８.５０ｇ（０.４７ｍｏｌ
）をエタノール（分析純度）１０ｍｌ中に取り込み、攪拌しながらゆっくりと添加する。
添加後に、反応混合物を８０℃で１時間攪拌し、その後エタノールを８０℃で５００～３
００ｍｂａｒで留去する。残留した揮発性成分を８０℃／３０ｍｂａｒで除去する。Ｓｉ
単位あたり１.８５のエトキシ基を有する油状生成物（１Ｈ－ＮＭＲにより測定）および
２８.８％のアニール残留物を得る。
【００５３】
ＥＰ０９６４０２１による比較例２：
ＰＴＥＳの代わりに今回はジメチルジエトキシシラン（ＤＭＤＥＳ、Gelest）３１.０ｇ
（０.２１ｍｏｌ）を使用して、比較例１と同様に製造を行う。１Ｈ－ＮＭＲ分析によれ
ば、得られた油状生成物はＳｉ単位あたり１.６０のエトキシ基を有する。アニール残留
物は３０.３％である。
【００５４】
実施例２：
３－メルカプトプロピルトリエトキシシラン（ＭＰＴＥＳ）１２０.０ｇ（０.５０ｍｏｌ
）およびプロピルトリエトキシシラン（ＰＴＥＳ）２２５.０ｇ（１.０９ｍｏｌ）を、攪
拌装置を備えた１ｌの４つ首フラスコ中に導入する。水１７.２ｇ、メタノール５.０ｇお
よびエタノール１００ｍｌ中の濃塩酸０.４ｇを１時間以内で添加する。還流下に２時間
加熱した後、溶剤と全ての揮発性成分を高真空下に１１０℃で除去する。粘性の液体２５
０.５ｇを得る。
【００５５】
生成物は６.８％の硫黄含分および３６.４％のアニール残留物を有する。
【００５６】
実施例３：
３－メルカプトプロピルトリエトキシシラン（ＭＰＴＥＳ）１２０.０ｇ（０.５０ｍｏｌ
）とオクチルトリエトキシシラン（ＯＴＥＳ、VP Si 208、Degussa AG）１２５.０ｇ（０
.４５ｍｏｌ）とから成る混合物を、撹拌装置を備えた１ｌの４つ首フラスコに導入する
。水５.３ｇ、メタノール５.０ｇおよびエタノール６０ｍｌ中の濃塩酸１.５ｇを１時間
以内で滴加する。還流下に４.５時間加熱した後、溶剤および全ての揮発性成分を高真空
下に１１０℃で除去する。粘性の液体１９７.１ｇを得る。
【００５７】
生成物は、７.５％の硫黄含分および２７.１％のアニール残留物を有する。
【００５８】
実施例４：
３－メルカプトプロピルトリエトキシシラン（ＭＰＴＥＳ）１２０.０ｇ（０.５０ｍｏｌ
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）とヘキサデシルトリエトキシシラン（ＨＤＴＥＳ、VP Si 216、Degussa AG）８０.０ｇ
（０.２０ｍｏｌ）を、撹拌装置を備えた１ｌの４つ首フラスコに導入する。水４.０ｇ、
メタノール５.０ｇ、エタノール４５ｍｌ中の濃塩酸０.３７ｇを１時間以内で滴加する。
還流下に４時間加熱した後、溶剤および全ての揮発性成分を高真空下に１２０℃で除去す
る。粘性の液体１５６.０ｇを得る。
【００５９】
生成物は、８.７％の硫黄含分および２２.８％のアニール残留物を有する。
【００６０】
ゴム混合物および加硫化物の製造
実施例５：
実施例５では、Ｓｉ６９、Ｓｉ２６３／Ｓｉ２０３の現場混合物を含む本発明の実施例１
のオリゴマーオルガノシランおよびＥＰ０９６４０２１の比較用シラン（比較例１および
２）から、混合物を製造する。
【００６１】
ゴム混合物１～５で使用した配合物を表１に示す。ここで、単位“ｐｈｒ”は、使用する
粗ゴム１００質量部に対する質量割合を示すものである。３－メルカプトプロピルトリエ
トキシシラン（ＭＰＴＥＳ）および本発明のオリゴマーオルガノシランを使用した混合物
２および５では、Ｓｉ６９中に含まれる多硫化硫黄を考慮して、硫黄含分を１.５から２.
２に増加させてある。ゴム混合物とその加硫化物の一般的な製法は、以下の文献に記載さ
れる：“Rubber Technology Handbook”、W. Hofmann、Hanser Verlag 1994。
【００６２】
【表１】
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【００６３】
ポリマーＶＳＬ５０２５－１は、Bayer AG由来の溶液中で重合させたＳＢＲコポリマーで
あり、２５質量％のスチレン含量および７５質量％のブタジエン含量を示す。ブタジエン
の７３％は１,２－結合であり。１０％はシス－１,４－結合であり、１７％はトランス１
,４－結合である。コポリマーは３７.５ｐｈｒの油分を有し、約５０のムーニー粘度（Ｍ
Ｌ１＋４／１００℃）を示す。
【００６４】
ポリマーＢｕｎａＣＢ２４は、Bayer AG製のシス－１,４－ポリブタジエンであり、シス
－１,４含量は＞９６％であり、１,２－含量は＜２％であり、ムーニー粘度は４４±５で
ある。
【００６５】
Degussa-Huels AG製のケイ酸Ｕｌｔｒａｓｉｌ７０００ＧＲは、１７５ｍ２／ｇのＢＥＴ
表面積を有する。
【００６６】
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Ｓｉ６９は、（ビス－（３－[トリエトキシシリル]－プロピル）テトラスルファン）であ
り、ＶＰ　Ｓｉ２０３はプロピルトリエトキシシランであり、Ｄｙｎａｓｙｌａｎ３２０
１はDefussa AG製の３－メルカプトプロピルトリエトキシシランである。
【００６７】
Chemetall製のＮａｆｔｏｌｅｎＺＤを芳香族油分として使用する；Ｖｕｌｋａｎｏｘ４
０２０はBayer AG製のＰＰＤであり、ＰｒｏｔｅｋｔｏｒＧ３５Ｐは、HB-Fuller GmbH製
のオゾン劣化防止ワックスである。ＶｕｌｋａｃｉｔＤ（ＤＰＧ）およびＶｕｌｋｃｉｔ
ＣＺ（ＣＢＳ）は、Bayer AG製の市販品である。ＴＢｚＴＤはFlexis S.A.製の市販品で
ある。
【００６８】
ゴム混合物を、表２の混合プロトコールに応じた密閉式混合機中で製造する。
【００６９】
【表２】
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【００７０】
【表３】
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【００７１】
試験片の加硫時間は１６５℃で６０分である。
【００７２】
ゴム技術試験は、表３に記載する試験方法で実施する。
【００７３】
【表４】
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【００７４】
ゴム混合物および加硫化物の製造
粗混合物および加硫化物の結果を表４に示す。
【００７５】
【表５】
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【００７６】
本発明のオリゴマーオルガノシランを含む混合物（混合物５）は、ＥＰ０９６４０２１で
製造されるオルガノシランポリスルファン（実施例３／４）、およびＳｉ６９コントロー
ル（混合物１）と比べて、かなり高い強化係数（モジュール３００％／１００％）を有す
る。
【００７７】
さらに、本発明のオリゴマーオルガノシランを含む混合物（混合物５）は、最も高いｔａ
ｎδ０℃値（改良された湿滑り抵抗）および最も低いδ６０℃値（改良された転がり抵抗
）を有する。
【００７８】
混合物２は、ｔ１０％時間が極めて短いので、加工は困難であり、従って実用には不向き
である。
【００７９】
実施例６：
実施例６では、本発明のオリゴマーオルガノシランを用いた実施例２～４と対応するＳｉ
６９の現場コントロールとを比較する。使用する配合物は表１（混合物３）に相当し、こ
の際、表５のシランを添加する。混合物７～９のシリコン単位数が同一になるように、オ
リゴマーオルガノシランの量を選択すべきである。コントロール混合物の硫黄含分は１.
５ｐｈｒであり、オリゴマーオルガノシランを含む混合物７～９では２.３ｐｈｒである
。
【００８０】
ゴム混合物を、表２のようにして製造し、サンプルを１６５℃で加硫する。コントロール
混合物６の加硫時間は２５分であり、混合物７～９の加硫時間はいずれも２０分である。
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【００８１】
ゴム技術試験を、表３の試験法により実施する。
【００８２】
粗混合物および加硫化物の結果を表５に示す。
【００８３】
【表６】

【００８４】
表５のデータから分かるように、本発明のオリゴマーオルガノシランは、増加した強化率
／モジュール値３００％／１００％、減少したＤＩＮ摩耗、および転がり抵抗と相互関係
にある低いヒステリシスロスｔａｎδを示す。
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